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令和８年度鹿児島市水道局物品購入年間単価契約の見積合せについて（お知らせ） 

 

 

 鹿児島市水道局の令和８年度物品購入年間単価契約の見積合せについて、下記のとおり

執り行いますので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．契約予定期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２．納入場所 

・鹿児島市水道局本部（鹿児島市鴨池新町１番１０号） 

   ・水道応急・維持管理センター（鹿児島市鴨池新町７番３号） 

   ・河頭浄水場（鹿児島市犬迫町１２７２番地１） 

・滝之神浄水場（鹿児島市吉野町１１２５番地１） 

   ・平川浄水場（鹿児島市平川町５７０２番地１） 

   ・水処理センター（鹿児島市南栄二丁目１３番地） 

 

３．契約内容 

「物品年間単価契約見積依頼表」のとおり 

 

４．見積書記載方法 

「別紙」を参考に作成し、見積もった契約希望金額の１１０分の１００（軽減税

率が適用されるものは１０８分の１００）に相当する金額を見積書に記入してく

ださい。 

 

５．見積書投函期限等 

 （１）投函期限  令和８年３月２３日（月）１６時３０分まで 

   （２）投函先   鹿児島市水道局本庁舎２階 管財契約課契約係 見積書投函箱 



 

 

６．落札決定について 

見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０（軽減税率が適用されるも

のは１００分の８）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。 

 

７．注意事項 

  （１）｢令和８・９・１０年度鹿児島市物品購入等入札（見積）参加有資格業者名簿｣

に登録された営業種目の物品にのみ見積りしてください。 

（２）購入予定数量は、あくまで年間購入数の目安であり、発注数を約束したもので  

  はありません。  

  （３）見積表の「規格等」に商品の指定がない、又は同等品の可否の欄に「可」と

記載されているものを同等品で見積る場合は、カタログの写し等を添付してく

ださい。 

  （４）契約後、物品の納期は、発注課から指定いたしますが、なるべく早めに納品し

てください。 

（５）（４）の納期について遅延となった場合、指名停止等の対象となります。 

  （６）年間単価契約を締結した場合、発注課からの依頼は、見積した際の単位での

納品となります。たとえば単位が本の場合は、１本から依頼する可能性があり

ますので、ご注意ください。 

  （７）年間単価契約の締結後、年度の途中で変更契約はできませんので、価格変動

等を考慮し、お見積りください。 

  （８）令和８年度予算が令和８年３月３１日までに鹿児島市議会で可決されなかった

場合は、本見積合せは無効となります。 

 

 


